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結論：ロキソニン外用剤を第１類医薬品から外すことに反対 

 

痛みは、身体が出す注意信号である。軽いものから、イエローフラッグ、レッドフ

ラッグまであるが、多くの身体異常において、最初に示す反応は痛みである。 

痛みがあるからということで、患者さんが自身の判断で湿布を貼付し、様子を見て

いることが多い。しかし、症状が改善しないために、その後医療機関を受診し、精査

の結果、がんの骨転位、化膿性脊椎炎、卵巣がん（腰部への放散痛が初期症状であっ

た）、大動脈瘤解離等による腰痛等であった、あるいは肩痛で受診した患者が心筋梗

塞であった、等多数の臨床経験がある。 

一般の人には、これらの病態の区別ができないこと、そして、医師の診断を得ない

まま、安易な思い込みによって貼付剤の使用をすることにより、重症化、手遅れにな

る可能性がある。 

湿布を根本的治療薬と勘違いしている人も多く見受けられるが、本来は治療補助剤

として使用すべきであり、漫然とした使用は禁止すべきである。 

日本では「膏薬」の歴史もあり、日本人は湿布や塗り薬は安全だと思い込んでいる。

経口剤に比して、その有用性についても、また副作用についても軽視しがちである。 

ロキソニン経口剤は、鎮痛剤として広く一般人にも認知されている。その認知度の

高さ故に、ロキソニン外用剤は、他の外用剤と同等に扱うのは危険と考えます。 

ロキソニン外用剤が第１類医薬品を外れた場合、患者の早期発見、早期治療の機会

を奪うことになりかねず、今以上の受診の遅れが危惧される。また、医薬品であるに

もかかわらず安易な使用を助長する恐れがある。医療関係者である薬剤師が直接対応

して販売すべきであると考える。 

従って、副作用が少ないというだけで、ロキソニン外用剤を第１類医薬品から外す

ことには反対である。 

 



 

下記のチェック表だけでは、不十分であり薬剤師が患者さんと直接面接する対応が必

要であると考える。 



 


